
会計、独立監査、その他税務政策に関わ
る法律およびガイダンスの最新情報

2025年3月



1. 法律 56/2024/QH15

会計法、独立監査法、租税管理法、個人所得税法など
の改正に関する法律

2. Official Letter 302/TCT-CS

インコタームズのDDUおよびDAPの条件に基づく輸入
貨物に関わる外国契約者税に関するガイダンス

3. Official Letter 418/TCT-DNNCN  

事業登録をしている個人およびしていない個人との
サービス契約に関わる課税関係

4. Official Letter 299/TCT-CS  

個人および世帯による不動産譲渡に関わる個人所得税
課税所得の算定に関するガイダンス

今回の弊社Grant Thornton Vietnamのニュースレターでは、会計、独立監査、
その他税務政策に関わる法律およびガイダンスの最新情報をご案内致します。

内容
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1. 2024年11月29日に可決された法律 

56/2024/QH15

法律 56/2024/QH15 が国会で可決されました。施行日は2025年1月1日です。当法律では
9つの法律の改正を定めています。今回のニュースレターでは、会計法、独立監査法、そし
て、租税管理法と個人所得税法の改正内容について概要を見てみたいと思います。

会計法

法律 88/2015/QH13の改正

独立監査法 

法律 67/2011/QH12の改正

租税管理法および個人所得税法
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租税管理に関する法律 38/2019/QH14および
個人所得税に関する法律 04/2007/QH12の改
正



1. 2024年11月29日に可決された法律 56/2024/QH15（続き）

1.
財務諸表は、会計基準と会計システムに準拠して作成・
表示する必要があります。改正内容によれば、財務諸
表の表示は、従来のような一定の様式に必ずしもとらわ
れることがなくなり、作成者にとってはより柔軟な、そし
て、利用者にとってはより有益な作成が可能になってい
ます。

2.
財政省は、国際会計基準に基づき、かつ、ベトナム固有
の条件に即して、会計基準と倫理規範に関する指針を
作成することとされました。この改正により、国際規定を
有効に適用し、ベトナムの状況に合わせて調整すること
が可能になりました。

3.
会計で使用する言語は、ベトナム語、または、二か国語
です。会計帳簿を外国語で作成している場合、要請があ
れば、ベトナム語へ翻訳する必要があります。従って、
管轄当局からの要請があれば別ですが、会計証票に使
用する言語がより柔軟になり、必ずしもベトナム語を使
用する必要はなくなりました。

4.
最初または最後の会計年度が3カ月を超えず、合計で
15カ月を超えない場合、翌年度または前年度と統合す
ることが可能になりました。従来の条件は3カ月ではなく
90日を超えない場合でしたので、より活用し易く、会計
報告制度の運用もより適切に行えるようになりました。

5.
電子証票には、電子取引に関する法令の規定に基づく
デジタル署名またはその他形態による電子認証が必要
です。この改正は、各企業で使用される技術発展のス
ピードに対応するものです。

6.
財務書は、企業で適用される会計基準および制度に
従って作成および提示する必要があります。この規定は、
財務諸表の柔軟な提示を行い、財務諸表の一貫性と比
較可能性を確保します。

7.
会計担当者が決定者と異なる意見を持つ際の権利に関する規定が追加されました。例えば、文書で意見を残したり、より上位者や管轄当局への報告を行い、他者の決定の実施による
問題が生じてもその責任を負う必要はありません。この規定により、会計担当者の権利が守られ、会計処理業務にリスクがある場合でも適切な決定ができるようになることが期待され
ています。
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会計法の改正
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1. 2024年11月29日に可決された法律 

56/2024/QH15（続き）

監査報告書へ連続して署名が可能
年数

3

同一の監査対象企業の監査報告書への同一監
査人による署名は、連続する5年間を超えて行
うことはできません。何年後に同一企業の監査
報告書への署名が認められるかは、別途、財政
省が規定します。

監査人の独立性に関する基準を担保するため
に上記規定にご留意頂き、遵守下さい。

監査人のローテーション

同一企業の監査報告書へ署名できる年数に関
してですが、同一の監査法人または在ベトナム
外国監査法人支店と、連続する5年間超の契約
をする場合、連続する5年間を上限として監査報
告書へ署名する監査人のローテーションを要請
する必要があります。

毎年の監査が義務づけられる対象

毎年の監査が義務づけられる対象リストに、大規
模企業が追加されました。

大規模企業とは、資本調達源泉合計額が1千億
VND超かつ労働者数が300人以上の企業です。
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独立監査法の改正



a. 電子コマース企業およびデジタルプラットフォームを利用す
る事業者

• ベトナムで電子コマース事業、デジタルプラットフォームを利用する事業やその他サービスを提供
する外国サプライヤーは、ベトナムでの税務登録、申告・納税の義務を直接負います。当該義務を
委託することもできます。

• 2025年4月1日から、電子コマースやデジタルプラットフォームで支払い機能を持つ取引の場を提供
する国内外の組織、その他デジタル経済活動を行う組織は、電子コマース、デジタルプラット
フォームでの個人・世帯による取引に関わる税額の控除、申告および納税を当該個人・世帯に代
わって行う義務を負います。これは、当該個人・世帯が、税務上のベトナム居住者かベトナム非居
住者に関わらず責任を負います。

この改正は、電子コマースやデジタルプラットフォームでの取引を管理する企業による税務管理の強化、電
子コマースやデジタルプラットフォームでの取引に関わる脱税防止を意図しています。財政省は、電子コ
マースやデジタルプラットフォームでの事業活動に関わる租税管理に関する政令草案を2025年2月4日に公
表してパブリックコメントを募集しています。2025年3月中には正式に公布される見込みです。、

また、サービスを提供する外国サプライヤーは、ベトナムでのPE（恒久的施設）の有無に関わらず、税務
登録、申告・納税を行う必要があります。

租税管理法および個人所得税法の改正

1. 2024年11月29日に可決された法律 56/2024/QH15（続き）

b. 修正申告が可能な場合

税務当局による税務調査の決定公布前、または、税務調査の対象範囲・期間に含まれない
内容であれば、申告期限日から10年間は修正申告を行うことが可能になりました。従っ
て、税務調査の対象範囲・期間に含まれる内容については、修正申告ではなく、補足説明
で対応することになります。

c. 保証に関する規定が租税管理法から国家補償責任法へ

税務当局により生じた損害への補償は、国家補償責任法の規定に基づくことになりまし
た。租税管理法では、過剰に納付した税額、延滞金利、罰金の還付のみが規定されること
になります。

d. 還付決定権者の追加

税務支局および地域税務支局の支局長が、適法な還付申請に対する決定権者として追加さ
れました。この追加により、還付手続きの迅速化が期待されます。
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2. 2025年1月17日付けOfficial Letter 302/TCT-CS 

(外国契約者税に関する Ha Tinh省税務局宛て税務総局ガイダンス）

在ベトナム企業が、インコタームズのDDU（仕向地持込関税抜き渡し）また
はDAP（仕向地持込渡し）の条件で、外国コントラクターと商品売買契約を
締結して、

• 購入者が指定するベトナムでの場所で商品を渡す義務を外国の販売
者が負い、かつ、

• 売買契約には、据付、試験、保守や維持などベトナムで直接実施する
サービスが何ら含まれていないか、含まれていても無償の場合、

上記取引に関わる課税関係は、以下の通りです。

• 輸入段階での付加価値税。および、  

• 外国契約者税のうち法人所得税分：商品提供による課税所得に対して
1%。

インコタームズDグループのその他類似ケースに対しても同様に考えられ
ます。
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3. 2025年1月23日付けOfficial Letter 418/TCT-DNNCN 
（個人所得税に関する Dak Nong省税務局宛て税務総局ガイダンス）

販売代理店契約、協力契約、通信契約、配達契約などのサービス契約を個人と締結した場合、これらの取引に関わる課税関係は、以下の通りです。

事業登録をしていない個人との取引

個人が受け取る所得は、給与所得になります。

所得を支払う企業側が、労働契約を締結していない個人に対
する支払と同様に、源泉徴収を行い申告の義務を負います。

事業者の条件を満たす個人、事業登録を

している個人との取引

個人が受け取る所得は、事業所得になります。

個人の事業所得に関わる課税関係は、事業世帯・事業個人に
対する付加価値税、個人所得税および租税管理に関する規定
（現行規定は2021年6月1日付け財政省Circular 40/2021/TT-
BTC ）が適用されます。
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4. 2025年1月17日付けOfficial Letter 299/TCT-CS
（個人・世帯による不動産譲渡所得の算定に関する各省・中央直轄都市税務局宛て税務総局ガイダンス）

• 個人所得税課税所得は、譲渡契約に記載されている価格により計算しますが、省レ
ベルの人民委員会が規定する地価を下回りません。

• 土地に付随する資産には、インフラストラクチャー、住宅、建設物、農作物、多年生
植物などが含まれます。 

• 個人所得税課税所得は、各々の譲渡価格により計算します。

• 土地に付随する資産として家屋がある場合や将来に完成する建築物がある場合、
課税所得計算の詳細は、2007年11月21日に国会で可決された個人所得税法
04/2007/QH12、2015年2月12日付け政令Decree 12/2015/ND-CP、2015年6月
15日付け財政省Circular 92/2015/TT-BTC（第17条第1項b）で規定されています。

土地に付随する資産の無い土地使用権の譲渡

不動産の譲渡（土地に付随する資産を含む土地使用
権）
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